
別表３

１　区分

特別豪雪地域 左記以外

本　　　体 １人当たり 7,786,800 7,210,000

本　　　体（耐震化） １人当たり 11,681,280 10,816,000

１人当たり 131,760 122,000

１グループ
ケア当たり

12,087,360 11,192,000

１施設当たり 41,331,600 38,270,000

１人当たり 2,849,040 2,638,000

初度設備相当加算 １人当たり 114,480 106,000

１人当たり 1,756,080 1,626,000

１人当たり 457,920 424,000

１世帯当たり 7,940,160 7,352,000

１人当たり 7,787,340 7,210,500

初度設備相当加算 １人当たり 131,220 121,500

小規模グループケア整備加算
１グループ
ケア当たり

12,088,440 11,193,000

心理療法室整備加算 １施設当たり 41,331,060 38,269,500

１人当たり 2,849,580 2,638,500

初度設備相当加算 １人当たり 113,400 105,000

１人当たり 1,756,080 1,626,000

１人当たり 456,840 423,000

１世帯当たり 7,939,620 7,351,500

１人当たり 10,942,560 10,132,000

１人当たり 16,541,280 15,316,000

１人当たり 131,760 122,000

１グループ
ケア当たり

12,877,920 11,924,000

１施設当たり 41,331,600 38,270,000

１世帯当たり 7,940,160 7,352,000

１人当たり 3,842,640 3,558,000

初度設備相当加算 １人当たり 108,000 100,000

１人当たり 5,216,400 4,830,000

本　　　体

児
童
自
立
支
援
施
設

初度設備相当加算

通所部門整備加算

小規模グループケア整備加算

心理療法室整備加算

親子生活訓練室整備加算

通所部門整備加算（耐震化）

心理療法室整備加算

児童福祉施設等整備事業

２　補助基準額 ３　補助対象経費

施設整備 　次表に掲げる基準単価に単位数を乗じて得た額とする。

(1) 本体工事費費 （単位：円） (1)本体工事費

施設
種別

単位
単　　　価 　施設の整備(施設の

整備と一体的に整備す
るものであって、知事
が必要と認めた整備を
含む。)に必要な工事
費又は工事請負費（こ
の交付要綱の３に定め
る経費を除く。）及び
工事事務費（工事施工
のため直接必要な事務
に要する費用であっ
て、旅費、消耗品費、
通信運搬費、印刷製本
費及び設計監督料等を
いい、その額は、工事
費又は工事請負費の
2.6％に相当する額を
限度とする。以下同
じ。）。ただし、別の
負担（補助）金又は本
欄の他の工事費におい
て別途補助対象とする
費用を除き、工事費又
は工事請負費には、こ
れと同等と認められる
委託費、分担金及び適
当と認められる購入費
等を含む（以下同
じ。）。

児
童
養
護
施
設

初度設備相当加算

小規模グループケア整備加算

親子生活訓練室整備加算

区　　　分

子育て短期支援事業のための居室等整備加算

病児・病後児保育事業のための保育室等を整
備する場合

乳児を受け入れるためのほふく室又は養育室
等を整備する場合

子育て短期支援事業のための居室等整備加算

病児・病後児保育事業のための保育室等を整
備する場合

乳児を受け入れるためのほふく室又は養育室
等を整備する場合

親子生活訓練室整備加算

本　　　体

本　　　体（耐震化）

児
童
養
護
施
設
（

地
域
分
散
化
）
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１　区分

本体 都市部 １施設当たり 157,142,160 145,502,000

標準 １施設当たり 149,659,920 138,574,000

都市部 １施設当たり 315,588,960 292,212,000

標準 １施設当たり 300,559,680 278,296,000

都市部 １施設当たり 526,143,600 487,170,000

標準 １施設当たり 501,089,760 463,972,000

都市部 １施設当たり 740,443,680 685,596,000

標準 １施設当たり 705,186,000 652,950,000

都市部 １施設当たり 952,791,120 882,214,000

標準 １施設当たり 907,420,320 840,204,000

都市部 １施設当たり 1,164,812,400 1,078,530,000

標準 １施設当たり 1,109,343,600 1,027,170,000

都市部 １施設当たり 1,376,995,680 1,274,996,000

標準 １施設当たり 1,311,424,560 1,214,282,000

都市部 １施設当たり 66,603,600 61,670,000

標準 １施設当たり 63,430,560 58,732,000

都市部 １施設当たり 219,348,000 203,100,000

標準 １施設当たり 208,904,400 193,430,000

都市部 １施設当たり 18,074,880 16,736,000

標準 １施設当たり 17,215,200 15,940,000

都市部 １施設当たり 21,006,000 19,450,000

標準 １施設当たり 20,005,920 18,524,000

都市部 １施設当たり 15,014,160 13,902,000

標準 １施設当たり 14,299,200 13,240,000

都市部 １施設当たり 9,998,640 9,258,000

標準 １施設当たり 9,523,440 8,818,000

都市部 １施設当たり 32,242,320 29,854,000

標準 １施設当たり 30,706,560 28,432,000

都市部 １施設当たり 57,972,240 53,678,000

標準 １施設当たり 55,211,760 51,122,000

３　補助対象経費

発達障害者支援センター整備加算

障害児相談支援整備加算

居宅訪問型児童発達支援、保育所等
訪問支援整備加算

小規模グループケア整備加算

訓練事業等整備加算

利用定員　20人以下

　　　　　21人～40人

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
・
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

　　　　　61人～80人

　　　　　81人～100人

　　　　　101人～120人

　　　　　121人以上

大規模訓練設備等整備加算

短期入所整備加算

　　　　　41人～60人

２　補助基準額

避難スペース整備加算
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１　区分

本体 都市部 １施設当たり 86,469,120 80,064,000

標準 １施設当たり 82,352,160 76,252,000

都市部 １施設当たり 174,078,720 161,184,000

標準 １施設当たり 165,788,640 153,508,000

都市部 １施設当たり 290,673,360 269,142,000

標準 １施設当たり 276,832,080 256,326,000

都市部 １施設当たり 408,408,480 378,156,000

標準 １施設当たり 388,959,840 360,148,000

都市部 １施設当たり 526,143,600 487,170,000

標準 １施設当たり 501,089,760 463,972,000

都市部 １施設当たり 642,414,240 594,828,000

標準 １施設当たり 611,822,160 566,502,000

都市部 １施設当たり 760,473,360 704,142,000

標準 １施設当たり 724,260,960 670,612,000

都市部 １施設当たり 66,603,600 61,670,000

標準 １施設当たり 63,430,560 58,732,000

都市部 １施設当たり 219,348,000 203,100,000

標準 １施設当たり 208,904,400 193,430,000

都市部 １施設当たり 18,074,880 16,736,000

標準 １施設当たり 17,215,200 15,940,000

都市部 １施設当たり 21,006,000 19,450,000

標準 １施設当たり 20,005,920 18,524,000

都市部 １施設当たり 15,014,160 13,902,000

標準 １施設当たり 14,299,200 13,240,000

都市部 １施設当たり 9,998,640 9,258,000

標準 １施設当たり 9,523,440 8,818,000

都市部 １施設当たり 57,972,240 53,678,000

標準 １施設当たり 55,211,760 51,122,000

都市部 １施設当たり 43,316,640 40,108,000

標準 １施設当たり 41,253,840 38,198,000

都市部 １施設当たり 15,014,160 13,902,000

標準 １施設当たり 14,299,200 13,240,000

都市部 １施設当たり 9,998,640 9,258,000

標準 １施設当たり 9,523,440 8,818,000

都市部 １施設当たり 57,972,240 53,678,000

標準 １施設当たり 55,211,760 51,122,000

　※改築整備に係る初度設備相当加算は、２分の１の単価とする。

２　補助基準額 ３　補助対象経費

　　　　　61人～80人

　　　　　81人～100人

障害児相談支援（各事業のみの整備の場
合）

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問
支援（各事業のみの整備の場合）

避難スペース整備（避難スペースのみの
整備の場合）

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

・
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

・
児
童
発
達
支
援
事
業
所

・
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

障害児相談支援整備加算

居宅訪問型児童発達支援、保育所等
訪問支援整備加算

避難スペース整備加算

増築整備（既存施設の現在定員の増員）

訓練事業等整備加算

大規模訓練設備等整備加算

　　　　　101人～120人

　　　　　121人以上

利用定員　20人以下

　　　　　21人～40人

　　　　　41人～60人
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１　区分

（単位：円）

特別豪雪地域 左記以外

児童養護施設 1人当たり 378,000 350,000

児童養護施設（耐震化） 1人当たり 494,640 458,000

1人当たり 379,080 351,000

児童自立支援施設 1人当たり 546,480 506,000

1人当たり 708,480 656,000

障害児入所施設 １施設当たり 18,766,080 17,376,000

１施設当たり 19,703,520 18,244,000

１施設当たり 9,428,400 8,730,000

１施設当たり 9,901,440 9,168,000

（単位：円）

特別豪雪地域 左記以外

児童養護施設 1人当たり 676,080 626,000

児童養護施設（耐震化） 1人当たり 896,400 830,000

1人当たり 675,540 625,500

児童自立支援施設 1人当たり 963,360 892,000

1人当たり 1,274,400 1,180,000

障害児入所施設 １施設当たり 34,430,400 31,880,000

１施設当たり 36,151,920 33,474,000

１施設当たり 16,439,760 15,222,000

１施設当たり 17,260,560 15,982,000

（単位：円）

特別豪雪地域 左記以外

児童養護施設 １㎡当たり 15,120 14,000

児童自立支援施設 １㎡当たり 15,120 14,000

障害児入所施設 １㎡当たり 32,400 30,000

１㎡当たり 62,640 58,000

１㎡当たり 15,120 14,000

　

(2) 解体撤去工事費及び仮設施設整備工

３　補助対象経費

障害児入所施設（都市部）

２　補助基準額

※特別豪雪地域：豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項により指定された
もの。

仮設施設整備工事費

種目 単位
単　　　価

施設種別

施設種別

児童養護施設（地域分散化）

児童自立支援施設（耐震化）

スプリンク
ラー設備工事
基準単価

障害児入所施設（延床面積1,000㎡
以上の平屋建て）

障害児施設（障害児入所施設を除
く）

障害児施設（障害児入所施設を除
く）

障害児施設（障害児入所施設を除
く）（都市部）

解体撤去
基準単価

児童養護施設（地域分散化）

児童自立支援施設（耐震化）

(2)解体撤去工事費及び
仮設施設整備工事費
　解体撤去に必要な工
事費又は工事請負費及
び仮設施設整備に必要
な賃借料、工事費又は
工事請負費

解体撤去工事費

種目 単位
単　　　価

(3)スプリンクラー設備等
に必要は工事費又は工
事請負費

(3)スプリンクラー設備工事費

種目 施設種別 単位
単　　　価

障害児入所施設（都市部）

障害児施設（障害児入所施設を除
く）

障害児施設（障害児入所施設を除
く）（都市部）

仮設施設整備
工事基準単価
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１　区分

特別豪雪地域 左記以外

本　　　体 １人当たり 7,709,580 7,138,500

１人当たり 129,600 120,000

１グループ
ケア当たり

11,966,940 11,080,500

１施設当たり 40,917,960 37,887,000

１人当たり 2,820,420 2,611,500

初度設備相当加算 １人当たり 111,780 103,500

１人当たり 1,738,260 1,609,500

１人当たり 451,980 418,500

１世帯当たり 7,860,240 7,278,000

１人当たり 10,832,940 10,030,500

１人当たり 129,600 120,000

１グループ
ケア当たり

12,747,780 11,803,500

１施設当たり 40,917,960 37,887,000

１世帯当たり 7,860,240 7,278,000

１人当たり 3,803,760 3,522,000

初度設備相当加算 １人当たり 106,920 99,000

児
童
自
立
支
援
施
設

本　　　体

初度設備相当加算

小規模グループケア整備加算

心理療法室整備加算

親子生活訓練室整備加算

通所部門整備加算

親子生活訓練室整備加算

小規模グループケア整備加算

心理療法室整備加算

(1)本体工事費

施設
種別

単位
単　　　価 　施設の整備(施設の

整備と一体的に整備す
るものであって、知事
が必要と認めた整備を
含む。)に必要な工事
費又は工事請負費（こ
の交付要綱の３に定め
る経費を除く。）及び
工事事務費（工事施工
のため直接必要な事務
に要する費用であっ
て、旅費、消耗品費、
通信運搬費、印刷製本
費及び設計監督料等を
いい、その額は、工事
費又は工事請負費の
2.6％に相当する額を
限度とする。以下同
じ。）。ただし、別の
負担（補助）金又は本
欄の他の工事費におい
て別途補助対象とする
費用を除き、工事費又
は工事請負費には、こ
れと同等と認められる
委託費、分担金及び適
当と認められる購入費
等を含む（以下同
じ。）。

児
童
養
護
施
設

初度設備相当加算

区　　　分

子育て短期支援事業のための居室等整備加算

病児・病後児保育事業のための保育室等を整
備する場合

乳児を受け入れるためのほふく室又は養育室
等を整備する場合

施設整備
（津波避
難対策緊
急事業計
画に基づ
く整備）

　次表に掲げる基準単価に単位数を乗じて得た額とする。

(1) 本体工事費費 （単位：円）

２　補助基準額 ３　補助対象経費
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１　区分

本体 都市部 １施設当たり 314,244,360 290,967,000

標準 １施設当たり 299,280,420 277,111,500

都市部 １施設当たり 523,457,640 484,683,000

標準 １施設当たり 498,530,700 461,602,500

都市部 １施設当たり 736,455,240 681,903,000

標準 １施設当たり 701,385,480 649,431,000

都市部 １施設当たり 947,499,120 877,314,000

標準 １施設当たり 902,378,880 835,536,000

都市部 １施設当たり 1,158,786,000 1,072,950,000

標準 １施設当たり 1,103,605,560 1,021,857,000

都市部 １施設当たり 1,369,585,260 1,268,134,500

標準 １施設当たり 1,304,367,300 1,207,747,500

都市部 １施設当たり 66,194,820 61,291,500

標準 １施設当たり 63,043,920 58,374,000

都市部 １施設当たり 15,022,260 13,909,500

標準 １施設当たり 14,306,220 13,246,500

都市部 １施設当たり 20,761,920 19,224,000

標準 １施設当たり 19,773,720 18,309,000

本体 都市部 １施設当たり 174,038,220 161,146,500

標準 １施設当たり 165,750,300 153,472,500

都市部 １施設当たり 289,818,000 268,350,000

標準 １施設当たり 276,017,220 255,571,500

都市部 １施設当たり 407,310,120 377,139,000

標準 １施設当たり 387,913,860 359,179,500

都市部 １施設当たり 525,045,240 486,153,000

標準 １施設当たり 500,042,160 463,002,000

都市部 １施設当たり 641,069,640 593,583,000

標準 １施設当たり 610,542,360 565,317,000

都市部 １施設当たり 758,560,140 702,370,500

標準 １施設当たり 722,439,000 668,925,000

都市部 １施設当たり 66,073,320 61,179,000

標準 １施設当たり 62,927,280 58,266,000

都市部 １施設当たり 18,075,960 16,737,000

標準 １施設当たり 17,214,120 15,939,000

都市部 １施設当たり 20,761,920 19,224,000

標準 １施設当たり 19,773,720 18,309,000

２　補助基準額 ３　補助対象経費

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
・
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設

利用定員　40人以下

　　　　　41人～60人

　　　　　61人～80人

　　　　　81人～100人

　　　　　101人～120人

　　　　　121人以上

訓練事業等整備加算

短期入所整備加算

発達障害者支援センター整備加算

発達障害者支援センター整備加算

福
祉
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

・
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

・

児
童
発
達
支
援
事
業
所
・
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
事
業
所

利用定員　40人以下

　　　　　41人～60人

　　　　　61人～80人

　　　　　81人～100人

　　　　　101人～120人

　　　　　121人以上

訓練事業等整備加算

短期入所整備加算
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１　区分

（単位：円）

特別豪雪地域 左記以外

児童養護施設 1人当たり 374,220 346,500

児童自立支援施設 1人当たり 541,080 501,000

障害児入所施設 １施設当たり 18,727,200 17,340,000

１施設当たり 19,663,560 18,207,000

１施設当たり 9,072,000 8,400,000

１施設当たり 9,525,600 8,820,000

（単位：円）

特別豪雪地域 左記以外

児童養護施設 1人当たり 669,060 619,500

児童自立支援施設 1人当たり 954,180 883,500

障害児入所施設 １施設当たり 34,196,580 31,663,500

１施設当たり 33,372,000 30,900,000

１施設当たり 16,284,240 15,078,000

１施設当たり 17,099,100 15,832,500

　 ※特別豪雪地域：豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項により指定された
もの。

仮設施設整備工事費

種目 単位
単　　　価

(2) 解体撤去工事費及び仮設施設整備工

障害児入所施設（都市部）

障害児施設（障害児入所施設を除
く）

障害児施設（障害児入所施設を除
く）（都市部）

障害児入所施設（都市部）

障害児施設（障害児入所施設を除
く）

障害児施設（障害児入所施設を除
く）（都市部）

施設種別

施設種別

解体撤去基準
単価

仮設施設整備
工事基準単価

(2)解体撤去工事費及び
仮設施設整備工事費
　解体撤去に必要な工
事費又は工事請負費及
び仮設施設整備に必要
な賃借料、工事費又は
工事請負費

解体撤去工事費

種目 単位
単　　　価

２　補助基準額 ３　補助対象経費
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